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R06.04.01 

デイサービス大山やすらぎの里 重要事項説明書 

指定通所介護事業所 

鳥取県指定 第３１７１５００５２７号 
 

１．事業の目的と運営方針 

要介護状態にある方に対し、適正な通所介護を提供することにより要介護状態の維持・改善を目的と

し、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努め

ます。 

 

２．事業者の内容 

⑴ 事業所の名称等 

事業所名   デイサービス大山やすらぎの里 

指定番号   第３１７１５００５２７号 

所在地   鳥取県西伯郡大山町唐王２０８ 

管理者の氏名  浅田 龍太朗 

電話番号   ０８５９－３９－５５５５ 

ＦＡＸ番号   ０８５９－３９－５１００ 

通常の実施地域  西伯郡大山町及び米子市淀江町 

 

⑵ 事業所の従業者体制 

 職務の内容  人員 

管理者 業務の一元的な管理  １名 

生活相談員 生活相談及び指導  １名 

看護師又は准看護師 心身の健康管理、保健衛生管理  ２名 

介護職員 介護業務  ７名以上 

機能訓練指導員 身体機能の向上・健康維持のための指導  ２名 

（歯科衛生士 口腔衛生と機能のチェック及び指導 １名 配置） 

 

⑶ 設備の概要 

○食堂   １室（１１６．６２㎡） 

 利用者の全員が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者の全員が使用できるテーブ

ル・いす・箸や食器類などの備品類を備えます。 

○機能訓練室  １室（１３０．７２㎡） 

 利用者が使用できる充分な広さを持つ機能訓練室を設け、目的に応じた機能訓練器具等を備えま

す。 

○浴室  ２室 

 一般浴室（３３．４４㎡）、機械浴室（２４．５３㎡） 
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○その他の設備 

 設備としてその他に、静養室・相談室・事務室等を設けます。 

 

⑷ 定員及び営業時間帯 

【定員】     【サービス提供時間】 

４５名      通常７－８時間（３－９時間内での計画で提供） 

【営業日】 

 月曜日から金曜日※ 

※ ただし、１月１日から１月３日まで、及び１２月３０日から１２月３１日までは 

営業しません。 

 

３．サービスの内容 

⑴ 送迎 

      送迎車により、事業所と自宅との間を行います。 

⑵ 食事 

利用者に合った食事を提供します。 

⑶ 入浴 

見守りや直接介助により、入浴を提供します。 

⑷ 機能訓練 

機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員が共同して個別機能訓練計画書を作成し、

計画的に機能訓練を行い、日常生活動作の維持及び低下の防止に努めます。 

⑸ 生活相談 

事業者の従業者はもとより、関係機関等と連絡調整し生活の向上を目指します。 

⑹ レクリエーション 

     ① 併設施設において実施される行事等に参加することができます。 

   ② 行事によっては、別途参加料がかかるものもあります。 

⑺ 排泄 

随時、排泄介助をいたします。（オムツ利用の方はオムツを持参下さい） 

 

４．利用料金 

⑴厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該通所介護が法定代理受領サービスであるとき

は、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。 

⑵その他の費用 

①送迎費用 

Ⅰ：通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね５km未満 １００円 

Ⅱ：通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね１０km未満 ２００円 

Ⅲ：通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね１５km以上 ３００円 

Ⅳ：通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね１５km以上は５km増すごとに 

 １００円 
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②食事の提供に要する費用（おやつ含む   ７００円 

③その他        実費 

 

５．サービス利用に当たっての留意事項 

①利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の従業者にご一報ください。 

②利用者は、事業所内の機械及び器具を利用される際、必ず従業者に声をかけてください。また本来

の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損が生じた場合には賠償していただ

くことがあります。 

③事業所内での金銭及び食物等のやりとりは、ご遠慮ください。 

④従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

⑤食中毒の恐れがあるため、おやつ等のお持込は固くお断りさせていただきます。 

⑥喫煙は決められた場所以外ではお断りします。飲酒はできません。 

⑦騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

⑧他の利用者、職員に対する宗教活動、政治活動等はご遠慮ください。 

⑨所持品・金品の管理は取り扱いません。 

 

６．非常災害対策 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を

密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、年２回利用者及び従

業者等の訓練を行います。 

 

７．緊急時の対応 

サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や協力医療機

関への連絡等必要な措置を講じます。 

 

８．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、家族、市町村、関係医療機関等への連絡を行うなど必

要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、

損害賠償を速やかに行います。 

 

９．守秘義務に関する対策 

事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。 

また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。 

 

10．利用者の尊厳 

利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 
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11．身体拘束の禁止 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十

分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由について記録します。 

 

12．苦情相談窓口 

※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

ご利用相談室 窓口担当者：生活相談員 

ご利用時間：月～金曜日 ９時００分～１７時００分 

ご利用方法  電話 ０８５９－３９－５５５５ 

※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

  大山町役場 保健福祉センター なわ  介護福祉課 

    所在地 ：鳥取県西伯郡大山町御来屋467 

   電話番号 ：0859-54-5087 

鳥取県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会介護サービス担当 

  所在地：鳥取県鳥取市立川町６丁目１７６番地 

      電話番号：０８５７-２０-２１００ 

受付時間：８時３０分～１７時１５分（土日、祝日を除く） 

 

13．協力医療機関等 

事業者は、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速

やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 

・名称     大山口診療所 

・住所          鳥取県西伯郡大山町末長２９０－７ 

・協力歯科医療機関 

・名称          どい歯科クリニック 

・住所          米子市淀江町佐陀２１３５－５ 

 

◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、緊急連絡先にご記入いただいた連絡先に連絡します。 
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令和  年  月  日 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から指定通所介護サービスについて重要事項説明を受け同意

しました。 

 

＜利用者＞ 

住所                                    

 

氏名                                  印 

 （署名代行者） 

住所                            

 

氏名                          印 

 

署名を代行した理由                     

 

 

＜身元引受人＞ 

住所                                    

 

氏名                                  印 

      （利用者との続き柄             ） 

 


